
資料１ 

沼津市空家等対策計画の改定の方向性について 

 

 本市の空き家対策は、令和２（2020）年３月に策定した沼津市空家等対策計画（以下

「原計画」という。）に基づき、空家発生前から管理不全まで段階に応じた施策を実施して

きました。原計画が令和８（2026）年３月末日をもって終了することから、以下の方向性

にて改定することを検討しています。 

 

〇位置付け 

本市の最上位計画である第 5 次沼津市総合計画に即し、都市計画マスタープランなど

の関連計画と連携します。 

〇計画期間 

第５次総合計画や住宅土地統計調査と足並みを揃えるため、令和８（2026）年度か

ら令和 12（2030）年度までの５年計画とする。 

 令和 8 年度 

(2026) 

令和 9 年度 

(2027) 

令和 10 年度 

(2028) 

令和 11 年度 

(2029) 

令和 12 年度 

(2030) 

空家等対策計画 

(改定) 

     

沼津市総合計画 

(第５次) 

     

住宅土地統計調査      

〇計画骨子 

第５次総合計画と同様に 10 年スパンの後期と捉え、原計画の構成や方針は大きく変え

ず、社会情勢の変化やこれまでの対策の検証による更新・追加を行うこととする。 

集計・公表 

次期計画策定 

次期計画策定 
計画期間 

後期推進計画期間 

調査 

・空家等対策の推進に関する特別措置法 
・空家等に関する施策を総合的かつ計画的 

に実施するための基本的な指針 

【国の法律等】 

即す 

・沼津市まち・ひと・しごと創生 

人口ビジョン・総合戦略 

・都市計画マスタープラン 

・沼津市立地適正化計画 ほか 

【市の関連計画】 

第 5 次沼津市総合計画 

即す 

連携 

沼津市空家等対策計画 

即す 

【条例】 

沼津市空き家等の適正

管理及び有効利用に関

する条例 

連携 


